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議員提出条例に係る検証検討会 参考人履歴 
 
 
○ 柏女霊峰（かしわめれいほう） 
 
淑徳大学総合福祉学部教授 
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長 
社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会委員長 
前社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会委員長 
専門分野 児童福祉論、児童福祉心理学 
 
◆学歴 昭和 51年 3月 東京大学教育学部教育心理学科卒業 
 
◆職歴 
昭和 51年 4月 千葉県庁採用 市川及び柏児童相談所に心理判定員として勤務 
昭和 61年 4月 厚生省（現厚生労働省）児童家庭局企画課勤務 
平成 6年 4月  淑徳大学社会学部助教授 
現在      淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科教授及び同大学院教授 
 
◆主著 
『子ども虐待 教師のための手引き』     時事通信社    2001（監修著） 
『児童虐待とソーシャルワーク実践』     ミネルヴァ書房  2001（編著） 
『子ども家庭福祉・保育の新しい世界』    生活書院     2006（単著） 
『子ども家庭福祉サービス供給体制』     中央法規     2008（単著） 
『これからの児童養護』           生活書院     2007（監修著） 
『子ども家庭福祉論』            誠信書房     2009（単著） 
 
◆主たる社会活動 
日本子ども家庭福祉学会  会長 
日本社会福祉学会     機関誌編集委員 
日本保育学会       倫理委員会委員 
日本子ども虐待防止学会  評議員 
石川県少子化対策担当顧問 
浦安市子育て支援担当専門員 
厚生労働省 社会保障審議会少子化対策特別部会保育第一専門委員会    委員 
総務省 児童虐待の防止等に関する政策評価(総合性確保評価)に係る研究会 委員 
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4)柏女霊峰編著[2005]『市町村発子ども家庭福祉』ミネルヴァ書房 

5)柏女霊峰ほか[2005]『児童虐待―防止のためのポイント』年友企画 

6)柏女霊峰編著[2001]『児童虐待とソーシャルワーク実践』ミネルヴァ書房 

7)柏女霊峰・才村純編[2001]『別冊発達 26 子ども虐待へのとりくみ』ミネルヴァ書房 
8)千葉県社会福祉審議会[2007]『社会的養護を必要とする子どもたちのために(答申)』 

9)柏女霊峰[2008]『子ども家庭福祉サービス供給体制―切れ目のない支援をめざしてー』

中央法規 

10)柏女霊峰『子ども家庭福祉論』誠信書房 2009 

11)厚生省児童局編[1954]『養護施設運営要領』日本少年教護協会 
12)網野武博[2002]『児童福祉学』中央法規 
13)柏女霊峰[2008]「市町村における子ども家庭福祉サービス供給体制の課題と今後の方 
向」「里親と子ども」編集委員会編『里親と子ども』Vol.3 明石書店 

14)全国里親会[2009]「社会的養護を地域に拓くには」『里親だより』第 80号 全国里親会 
15)庄司順一編[2009]『里親養育を知るための基礎知識[第 2版]』明石書店 
16)柏女霊峰監修・里親ファミリーホーム全国連絡会編[2007]『これからの児童養護』生活 
書院 

17)社会保障審議会児童部会[2003]『児童虐待への対応など要保護児童及び要支援家庭に対
する支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について』 

18)今後目指すべき児童の社会的養護に関する構想検討会[2007]『中間とりまとめ』 
19)社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会[2007]『社会的養護体制の充実を図るた
めの方策について』 

20)柏女霊峰[2008]「社会的養護改革への道のり」教育と医学の会『教育と医学』2008 年
7月号 慶應義塾大学出版会 

21)柏女霊峰[2008]「平成 20年改正児童福祉法案にみる社会的養護改革への道のり」『そ
だちと臨床』第 5号 明石書店 

 

参照通知等 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『児童相談所運営指針』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『市町村児童家庭相談援助指針』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『要保護児童対策地域協議会設置・運営指針』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『児童虐待を行った保護者に対する指導・支援

の充実について』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『地方公共団体における児童虐待による死亡事

例等の検証について』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知『子ども虐待対応の手引き』 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課監修『子どもの権利を擁護するために』日

本児童福祉協会 2002 

・厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課監修『子どもを健やかに養育するために』

日本児童福祉協会 2003 

・児童虐待防止対策支援・治療研究会編『子ども・家族への支援・治療をするために』日
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本児童福祉協会 2004 

・児童自立支援対策研究会編『子ども・家族の自立を支援するために』日本児童福祉協会 

2005 

・児童自立支援計画研究会編『子ども・家族への支援計画を立てるために』日本児童福祉

協会 2005 

・日本児童福祉協会編『子ども・家族の相談援助をするために』日本児童福祉協会 2005 

・社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会『子ども虐待

による死亡事例等の検証結果等について』第1-5次報告 

・社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会『第１次報告

から第４次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果総括報告』 2008 

・社会保障審議会児童部会[2003]『児童虐待への対応など要保護児童及び要支援家庭に対
する支援のあり方に関する当面の見直しの方向性について』2003 
・今後目指すべき児童の社会的養護に関する構想検討会『中間とりまとめ』 2007 

・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会『社会的養護体制の充実を図るための方

策について』 2007 
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第 4回 

子 ど も の 虐 待 防 止 

                                  柏女 霊峰 

子ども虐待とは 

 児童虐待の防止等に関する法律によると、子ども虐待には４つのタイプがあり、それぞ

れ一般的に、身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）、心理的虐待と呼

ばれています。具体的な行為が虐待に当たるかどうかはその頻度や状況にもよるので一概

には言えませんが、子どもにとって有害であるかどうかが判断基準とされます。 

 子ども虐待の件数については、1990年度から厚生労働省により全国の児童相談所を通じ

て集計が行われています（図１）。これによると、近年、増加が著しい様子がみてとれ、

2008年度は 4万 2,664件で、全国集計が開始された 1990年度の 1,101件の約 39倍となっ

ています。このうちもっとも多いのは身体的虐待で全体の 38.3％、続いてネグレクト

（37.3％）、心理的虐待（21.3％）、性的虐待（3.1％）と続きます。近年は、ネグレクト、

心理的虐待の件数、割合の増加がみられています。 

 

 子ども虐待の要因と影響 

 子ども虐待は、①親の成育歴も含めた親自身の問題、②夫婦関係や家族の病気などのス

トレスフルな家庭状況、③近隣や親族を含めた社会からの孤立、④手のかかる子、育てに

くい子など子ども自身の要因、⑤親子分離体験、相性の悪さなど親と子どもとの関係をめ

ぐる状況などの複合要因がもとになって発生すると考えられています。さらに、子育てな

ど手間暇かかることを厭う社会状況、母親のみに過重にかかる子育ての負担、孤独な子育

て、子育てと就労・社会参画の両立困難といった子育てに対する社会的応援の少なさとい

った社会の有り様も大きく影響していると考えられます。 

 子ども虐待により子どもは大きな影響を被ることとなります。たとえば、発育障害や認

知的発達の障害のほか、そのトラウマ（心的外傷）ゆえに、対人関係や感情生活に大きな

影響を被ることとなります。たとえば、感情コントロールの障害や愛着形成の困難さ(愛

着障害)、虐待的人間関係の再現傾向などが代表的です。 

 被虐待児とかかわりをもつ施設職員等がその対応に疲れ切ってしまうのは、まさに、被

虐待児に特徴的にみられる虐待的人間関係の再現傾向に基づく行動に対処できなくなって

しまうからといわれています 

 一方、虐待をする親も苦しみ、虐待という自らの行為に影響を受けることとなります。

虐待してしまう親も多くの課題を抱え、また、自己の虐待行為によってさらに傷を深くし

てしまいます。親もまた、自分の人生を肯定したいと願っており、多くの援助を必要とし

ていると考えられます。 

 

子ども虐待への制度的対応 

 まず、学校や児童福祉施設などの団体並びにそれらの職員には子ども虐待の早期発見に

努める義務が規定され、また、子ども虐待を発見した者は誰でも市町村、児童相談所等に

通告する義務を負っています。現在では、市町村が児童相談の第一次的窓口となっていま

すが、緊急の場合や深刻な事例などは児童相談所も直接受け付けています。 

参考人資料２
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通告を受けた市町村、児童相談所は速やかに安全確認や調査を行い、立入調査や一時保

護、判定など専門的な対応が必要な場合には、市町村から児童相談所に送致のうえ児童相

談所が対応します。児童相談所は、必要に応じ保護者に対する援助や子どもの児童福祉施

設（乳児院や児童養護施設など）入所措置や里親に対する委託（専門里親１など）を行い

ます。また、調査や援助に関する親権者の同意が得にくい場合などにおいては、立入調査

（拒否した者には罰則がかかる）や都道府県児童福祉審議会の意見聴取２、家庭裁判所に

対する施設入所承認の家事審判請求３、親権者に対する親権喪失宣告の請求４なども行われ

ます。 

2008年度からは、①子ども虐待が疑われる場合の子どもの安全確認をめぐる保護者に対

する出頭要求、②立入調査が拒否された場合に、子どもの保護を目的として、裁判所の令

状に基づき家庭に対する臨検・捜索を行う仕組みの制度化、③被虐待児童に対する保護者

の面会・通信の制限の強化、④つきまといの禁止措置も実施されています。 

 市町村においては、自ら対応できる援助を行うほか、児童相談所から送致された事例や

施設から帰省中ないしは家庭復帰した事例などについて、要保護児童対策地域協議会５を

組織・活用してネットワークによる援助を進めます。 

 虐待によって傷つけられた子どもたちには、専門的な治療的養育のほか、温かで一貫し

たケアの継続、子どもたちが自らの責任ではない事情で引き受けなければならなかった現

在の境遇に対する納得や親に対する感情の整理などの支援を行っていくことが必要とされ

ています。2009 年度からは、里親養育の拡充や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホ

ーム)等の制度化、自立支援の強化、被措置児童等虐待(いわゆる施設内虐待)の防止等社

会的養護の拡充、改善も実施されています。 

 

子ども虐待防止のための地域における対応 

 子ども虐待に対する行政や専門機関の対応が充実しても、子どもがそこにつながらなく

ては意味がありません。通告とは、悩み苦しむ家族を援助のルートにつなげる手段であり、

決して親を告発することではありません。 

 通告後は専門機関との連携に心がけ、さらには、要保護児童対策地域協議会など関係機

関・施設が一堂に会した事例検討会議（ネットワークミーティング）に参加するなどして、

役割分担と協力のもとで応援していきます。基本的姿勢としては、「聴く（耳偏に十四の心

と書きます）こと」、「看る（手を差し伸べつつ看る）こと」、「見守り」、「ちょっとした手

助け」、「相手の心のコップを空にしてあげること」などが大切だと思います。 

 

子ども虐待死亡ゼロをめざして 

 「病院から保護の怠慢（ネグレクト）で通告を受けた児童相談所が、安全確認のため家

庭訪問をしたが拒否された。一方、近隣から度重なる子どもの泣き声通報を受けていた警

察は、チラシを配布するなどしてその家をようやく特定し、訪問したが、虐待の事実は確

認できなかった。両者の情報が付き合わされることなくときが過ぎ、やがて、家にとり残

されていた３人の幼児のうち、第３子が脱水をともなう著しい低栄養のため死亡した。」 
この事例は、2009年 7月 14日、厚生労働省の専門委員会が公表した「子ども虐待によ
る死亡事例等の検証結果等について－第５次報告」に掲載された事例です。2004年 10月
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に開始された第 1次検討から第 5次報告まで 437人の子どもの命が喪われました。これは、
1年間に 120人強の幼い命が子ども虐待によって奪われていることを意味しています。親
子心中を除けば、年間 50-60人で推移しているのです。 
このなかには、この事例のように、市町村や児童相談所等の関係機関が関わっていなが

ら救えなかったいのちのほか、誰にも知られることなく終えたいのちも含まれています。

死亡事例の分析からいえる虐待死につながるリスクは表 1のとおりです。 
子ども虐待をゼロにすることは困難かもしれません。しかし、虐待による死亡は、国民、

関係者の努力によってゼロにすることができます。437 人の子どもたちがいのちの代償と
して大人に残した課題に、真摯に向き合うことが必要とされているのです。 
 

［参考文献］ 

『子ども虐待対応の手引き（平成 21 年３月 31 日改訂版）』厚生労働省雇用均等・児

童家庭局総務課長通知 2009 年 

 厚生労働省の通知であり、子ども虐待防止の専門家が執筆した子ども虐待防止のための

バイブルといってよい。2009年改正の最新版である。厚生労働省ホームページで全文を閲

覧、ダウンロードすることができる。 

 

社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会『第１次報告か 

ら第４次報告までの子ども虐待による死亡事例等の検証結果総括報告』 2008年 

 厚生労働省社会保障審議会児童部会に設置された専門委員会が、全国で発生した子ども

虐待死亡事例の検証を行った第 1次報告から第 4次報告までのエッセンスを取りまとめた

報告書である。厚生労働省ホームページで全文を閲覧、ダウンロードすることができる。 

 

『市町村発子ども家庭福祉』柏女霊峰編、ミネルヴァ書房、2005 年 

 子ども虐待防止のシステム並びに具体的実践のあり方についてまとめている。制度編と

実践編に分けられているため、理解しやすい。 

 

                                                  
用語解説 

１専門里親 

 虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもを養育する里親。一定の経験や研修を

経た後、都道府県から認定を受ける。被虐待児等の家庭養育が期待されている。 

 
２都道府県児童福祉審議会の意見聴取 

 子ども虐待の場合など児童福祉施設入所に関し保護者の意向と児童相談所の判断とが一

致しない場合、児童相談所長は援助の決定に当たって都道府県児童福祉審議会の意見を聴

かなければならないこととされている。 

 
３家庭裁判所に対する施設入所承認の審判請求 

 子ども虐待の場合などにおいて、親権者の意に反しても子どもの児童福祉施設入所が必
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要と判断される場合には、児童相談所長は、子どもの施設入所の承認に関する審判の請求

を家庭裁判所に対して申請することができる。 

 
４親権者に対する親権喪失宣告の請求 

 子ども虐待の場合などにおいて、親権者の親権を喪失させることが子どもの福祉にかな

うと判断される場合には、児童相談所長は、家庭裁判所に対して親権者に対する親権喪失

の宣告を行う審判の開始を請求することができる。 

 
５要保護児童対策地域協議会 

 児童福祉法により法定化されている協議会であり、要保護児童の早期発見や保護を図る

ため、地域の関係機関等が情報や考え方を共有し援助していくためのネットワークである。

中心となる調整機関も定められ、また、参加機関には守秘義務も課せられる。 
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社会的養護と最近の動向 

淑徳大学総合福祉学部教授／日本子ども家庭総合研究所 

子ども家庭政策研究担当部長   柏女 霊峰 

1.社会的養護とは 

 「すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれな

い児童には、これにかわる環境が与えられる。」とは、児童憲章の言葉です。また、児童福

祉法第２条は、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やか

に育成する責任を負う。」と規定しています。さらに、子どもの権利条約第 20 条も、「一時

的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみそ

の家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受け

る権利を有する。」と規定しています。 

 いうまでもなく、子どもは、親のあたたかい愛情のもとで家庭生活を経験しつつ育って

いくことがもっとも望ましいのですが、世の中には親のいない子どもたちや、たとえ親が

いてもいろいろな事情、さらには不適切な養育、虐待等によってともに暮らしていくこと

のできない子どもたちが大勢います。こうした家庭環境を奪われた子どもには、家庭に替

わる養育環境、さらには、不適切な家庭環境の下で子どもたちが蒙った心身の痛手をケア

していく環境が用意されなければなりません。このような目的のために社会が用意した養

育環境の体系を、社会的養護と呼んでいます。 

 社会的養護の体系は国や文化によって大きく異なりますが、わが国においては、里親な

ど子どもを家庭的な環境のなかで養育する家庭的養護と、乳児院や児童養護施設などの児

童福祉施設で養育されるいわゆる施設養護が大きな２本柱となっています。施設養護は、

通常、大舎制、小舎制等と呼ばれる多様な運営形態がとられていますが、基本的には集団

生活、複数の職員による交代制勤務による生活が前提です。近年は、地域小規模児童養護

施設やユニットケアが制度化され、なるべく地域のなかで、あるいは家庭的な環境で生活

ができる運営形態も工夫されつつあります。 

 これに対し、家庭的養護は、原則として、夫婦などと継続的関係を保つ個別的養護を前

提としています。家庭的養護の代表的なものは里親制度です。平成 21 年度からは、5-6 人

の子どもを家庭的な環境で養育する小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)が第２

種社会福祉事業として法定化されています。さらに、民法上の制度としては、要保護児童

に恒久的な家庭を用意する特別養子縁組制度があり、これも社会的養護体系のなかに含め

ることができます。 

図-1 要保護児童の社会的養護の現状 

(出典:厚生労働省、2009) 

参考人資料３
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を占める状況となっています。 

 実は、「家庭的養護」の促進は 1954 年に厚生省児童局が発刊した『養護施設運営要領』1

においてすでに指摘されていました。しかしながら、財源が十分に投与されなかったこと

から、事態は進展しないまま現在に至っています。また、里親委託も、昭和 30 年代前半
には委託児童は１万人近くになったこともありましたが、政府による強力な政策誘導がな

かったこともあり、その後は社会環境や時代背景の変遷とともに減少していくこととなり

ました。 
さらに、高度経済成長期の人口の都市移動による児童人口の偏在化に社会的養護体制が

対応できなかったため、施設定員の地域偏在も著しくなっています。この結果、児童人口

に比べて施設定員の多いところ(特に郡部)では施設入所が選択されて里親委託が少なくな
り、その反対に、施設定員が少なくなったところ(特に都市部)では、在宅支援が選択され
がちとなり、また、里親委託割合が高いという傾向が生じています。このように、社会的

養護は、時代に即応した抜本的制度改正が行われないまま、ゆがみを残しつつ現在に至っ

ているといってよいでしょう。 
 

4.社会的養護の課題 

わが国においては、社会的養護の下にある子どもたちは約 4 万人であり、施設養護がそ

の大半(9 割)を占めています。しかも、施設養護は、現在、特に都市部を中心に満杯状態

が続いています。また、児童養護施設などで生活する子どもの数は、児童人口 1 万人あた

りで換算すると都道府県間で最大 6 倍もの開きがあることが、厚生労働省の資料2で分かっ

ています。里親に委託される子どもでは、10 倍もの格差がみられています。この結果、前

述のとおり、地域格差が目立っており、本来、児童相談所の客観的な基準によって決めら

れるべき社会的養護サービスの利用が、供給者側の実情によって左右されてしまっている

可能性が示唆されています。しかも、社会的養護制度は、現在のところ、行政(児童相談所)

による職権保護によってしか利用できないため、そもそも待機児童問題なども生じない仕

組みとなっています。このことは供給者側の論理が優先される結果を招き、子どもをめぐ

る社会状況の変容にも関わらず大きな制度改革が行われないという結果をもたらしていま

す。 

 また、社会的養護の下にある子どもたちの状況は、近年、それぞれに愛着の問題やここ

ろの傷を抱えている子どもたちが多くなっています。さらに、虐待等による心理的・情緒

的・行動的問題を有する子どもたち、疾患や障害を有する子どもたちも多くなっています。

こうした子どもたちが適切な愛着関係に基づいて他者に対する基本的信頼を獲得し、安定

した人格を形成していくことを保障するためには、家庭的養護の拡充のみならず施設にお

けるケア単位の小規模化やケアの地域化、専門的ケアの充実など多様な方向が求められて

くることとなります。 

                                                  
1 養護施設運営要領は、「児童にとって最もよき環境は家庭であり、家庭に恵まれない児童にはこれにか
わる環境が与えられるという前提の下においては、小集団を主とする小舎制の方が、家庭的環境を与

える点において寄宿舎制にまさる効果をもっていると思われる。」(67 ページ)と述べ、「少数家族によ
る人格的接触が、児童の性格の形成に及ぼす影響」を重視している。  

2 厚生労働省・「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会」配布資料。2004 年 10 
月現在の全国社会福祉施設等調査並びに 2005 年 3 月現在の社会福祉行政業務報告による。  
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 こうした状況を受け、社会的養護の課題には、社会的養護の需要予測と整備計画の策定、

家庭的養護の拡充、施設のケア単位の小規模化3・地域化などのほか、施設の専門機能強化、

サービス間の財政格差の是正、里親支援の強化、家庭支援の拡充とサービス間の連携の強

化、専門職の再構築、自立支援などの課題が山積する状況となっています。さらに、社会

的養護の実施主体が都道府県となっていることから、市町村の役割強化も大きな課題と考

えられています。 

 

5.社会的養護の再生に向けての一歩ー2009 年改正児童福祉法の施行 

 こうした課題に対応する第一歩として、2007 年 5 月『今後目指すべき児童の社会的養
護体制に関する構想検討会『中間とりまとめ』』、社会保障審議会児童部会社会的養護専門

委員会報告書(2007 年 11 月)を受け、2008 年 3 月に、社会的養護の改善を進める児童福祉
法等の一部を改正する法律案として国会に提出されました。 
この法律は、2009 年 4 月から施行されました。この法律における社会的養護改正のポ

イントは、里親制度の拡充と新たな社会的養護形態としての小規模住居型児童養育事業の

創設、そして、施設におけるケアの小規模化の推進、施設内虐待への対応の 4 点です。 
いずれも、家庭的な養護、あたりまえの生活を拡充しようという考え方が基本になって

います。その理由は単純です。すなわち、それが子どもにとってもっとも自然だからです。

つまり、家庭環境を奪われた子どもたちに対し、それにかわる養育環境として、もっとも

家庭に近い環境を用意するということが自然だという考え方に立っているわけです。また、

虐待を受けた子どもたちの多くが愛着関係に障害を受けており、そうした子どもたちに対

し、愛着関係を築きやすいケア、つまり小規模の、家庭的環境を提供することが大切だか

らという視点に立っているのです。 
 むろん、こうした家庭的環境、小規模ケアには、外の目がとどきにくい、人間関係が煮

詰まりやすい、治療的サービスを外部に求めなければならない等の課題もあり、それを克

服する方策として、施設や里親に対する監査やサポート体制を整備することも求めていま

す。今回新たに制度化された被措置児童等虐待4の防止のための制度も、その一環ととらえ

られます。 
 また、小規模グループ養育に関し、里親でも施設でもない〝第三の場〟としての小規模

住居型児童養育事業(ファミリーホーム)が制度化されました。こうした小規模形態の社会
的養護は、子どもの生活の質の向上に資するのみならず、地域に身近な市町村を単位とし

て整備することもできます。その結果として、地域住民に社会的養護に関する深い理解を

もたらす可能性があり、社会的養護を地域に開かれたものとすることができます。そして、

そのことは、子どものまわりに多くの社会的親5を用意することにつながっていきます。こ

うした小規模養護が地域レベルに普及することで、地域に密着した社会的養護が生まれる

                                                  
3 小規模化のデメリットを克服するためのシステムの検討も、重要な事項だと思います。  
4 児童福祉法第 33 条の 10 により、被措置児童等虐待は、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里
親若しくはその同居人、児童養護施設等の社会的養護関係施設、障害児関係施設、指定医療機関、児

童相談所一時保護所等の長や職員などによって行われる 4 種の虐待行為と定義されている。  
5 網野は、社会的親を「実の親以外の人で恒常的、部分的、間歇的、一時的に子育てに関わる人をいう」
と定義している。併せて、心理的親についても定義している。網野武博[2002]『児童福祉学』中央法
規 p.169 
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 （ファミリーホーム）    

児童養護施設 567カ所 610カ所  

小規模グループケア 446カ所 800カ所  

地域小規模児童養護施設 171カ所 300カ所  

児童自立生活援助事業 54カ所 160カ所  

 （自立援助ホーム）    

ショートステイ事業 613カ所 870カ所  

児童家庭支援センター 71カ所 120カ所  

情緒障害児短期治療施設 32カ所 47カ所  

            ※子ども・子育てビジョン 2010.1策定 

   

 
けれども、まだまだその道は遠く、険しいものがあります。また、はたしてこの数値目

標でいいのかという視点もあります。今後の対策の視点は大きく 2 点あります。 
一つは、里親制度の拡充やファミリーホーム、地域小規模児童養護施設の拡大をはじめ

とするケアの小規模化を進め、社会的養護を地域に拓いていくことです。そのためには、

やはり社会的養護の財源･権限ともに都道府県ではなく市区町村を中心に再構築し、社会的

養護を地域全体で支え考えるシステムにしていくことが必要と思います。公的責任ととも

に社会的責任という概念を、社会的養護に組み込んでいくことが必要だと思います。 
社会的養護の下にある子どもたちにとって必要なことは、子どもを家庭から切り離すこ

とはあっても、そのことによって地域から切り離されることがあってはならないというこ

とです。子どもは、たとえ家庭から切り離されたとしても、それ以外の成人たち、すなわ

ち地域に存在する社会的親によって見守られ、仲間とともに成長していく権利が保障され

なければならないと思います。それは、公的責任を図る国家責任を強調するのみで決して

達成されず、また、広域行政庁である都道府県の役割強化だけでは達成できない課題だと

思います。 
 もう一つは、社会的養護サービス提供を供給者中心から利用者の視点を組み込んだもの

にしていくことです。そのためには、利用者の意見が供給体制に反映できる仕組みとする

必要があります。2000 年の社会福祉基礎構造改革はこの点を中心に改革を進め、利用者と
事業者とが直接に向き合う関係を基本とした制度改革を進めてきました。社会的養護分野

にこうした視点を導入するにはさまざまな工夫が必要とされますが、今後、検討していか

なければならない重要な課題だと思います。 
社会的養護は、社会や国民の応援、理解が得られないとやっていけません。そのために

は、社会的養護、里親を社会に拓き、地域住民や社会全体の理解を得ていく努力が必要と

されます。里親が地域の社会資源を上手に活用すること、また、里親や小規模養護が地域

の社会資源として子育ての課題に役立つこと、そのことが、里親や社会的養護に対する社

会の理解を広げていくことにつながります。そして、それが、社会的養護にあたりまえの

生活を保障する動きを創り出していくのだと思います。社会的養護は、これから大きな改

革期を迎えるのだと思います。 
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